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企画競争実施の公示

令和２年６月２６日

近畿地方整備局福知山河川国道事務所長

矢野 則弘

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

１．業務概要

(1)業 務 名 由良川河守地区リアルタイム浸水把握業務

(2)業務内容 本業務は、水防法に基づく特定緊急水防活動を円滑に行うため、由良川

沿川の河守地区の浸水状況をリアルタイムに検知するための機器（カメラ、

浸水センサー等）を活用して地形図などに浸水状況を表示し、Webで防

災担当者等に情報共有することを目的とする。また、本業務で取得した浸

水情報等については、別途取得された浸水情報をもとに、検証を行うもの

とする。

(3)履行期限 令和３年２月２６日

２．企画競争参加資格要件

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に

該当しない者であること。

(2) 令和１・２・３（平成３１・３２・３３）年度国土交通省競争参加資格（全省庁統

一資格）「役務の提供等」の近畿地域の競争参加資格を有すること。

(3) 企画提案書等の受領期限の日から見積の時までの期間に、近畿地方整備局長から指

名停止を受けていないこと。

(4) 下記に示される同種又は類似業務等について、平成２２年度以降に完了した業務（再

委託による業務実績は含まない。以下同じ）において１件以上の実績を有すること。

同種業務：行政機関等の発注で、センサー又はカメラ画像等の情報や解析技術を

活用した情報共有・発信・提供等に関する業務

類似業務：センサー又はカメラ画像等の情報や解析技術を活用した情報共有・発

信・提供等に関する業務（民間発注業務も含む）

(5) 技術者等に関する要件

a）管理技術者の資格等

以下の資格のいずれかを有する者とする。なお、外国資格を有する技術者（わが国

及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の

業者に所属する技術者に限る。）については、あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ

相当との旧建設大臣認定または国土交通大臣認定を受けている必要がある。
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・技術士（総合技術監理部門、建設部門、電気電子部門、情報工学部門のいずれ

か）

・技術士と同等と認められる資格

・特別上級技術者（土木学会）

・上級技術者（土木学会）

・ＲＣＣＭ

・工学博士

・その他、本業務遂行にあたり適当な資格等については、審査の上評価する。

b）管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

管理技術者は、平成２２年度以降に完了した以下のいずれかの実績を有すること。

同種業務：行政機関等の発注で、センサー又はカメラ画像等の情報や解析技術

を活用した情報共有・発信・提供等に関する業務

類似業務：センサー又はカメラ画像等の情報や解析技術を活用した情報共有・

発信・提供等に関する業務（民間発注業務も含む）

国土交通省発注の業務実績でTECRISに登録された業務成績が６０点以上であ

ること。ただしTECRISに登録されていない業務は、この限りではない。

(6) 福知山河川国道事務所長から企画競争実施にかかる説明書の交付を受けた者である

こと。

(7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申し立てがなされている者（「競争参加者の資格に関する公

示」（平成３０年１１月２６日付け衆議院庶務部会計課長、参議院庶務部会計課長、

国立国会図書館総務部会計課長、最高裁判所事務総局経理局長、会計検査院事務総

長官房会計課長、内閣府大臣官房会計課長、復興庁会計担当参事官、総務省大臣官

房会計課長、法務省大臣官房会計課長、外務省大臣官房会計課長、財務省大臣官房

会計課長、文部科学省大臣官房会計課長、厚生労働省大臣官房会計課長、農林水産

省大臣官房参事官（経理）、経済産業省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房会

計課長、環境省大臣官房会計課長、防衛省大臣官房会計課長。以下、「平成３０年

１１月２６日付け公示」という。）に基づく「会社更生法及び民事再生法開始に基

づく更生手続の決定等を受けた者の手続」を行った者を除く。）でないこと。

(８) 警察当局から、暴力団員が実施的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、

国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているもので

ないこと。

３．手続等

(1) 担当部局

〒６２０－０８７５ 京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

近畿地方整備局福知山河川国道事務所 経理課

電 話 ０７７３－２３－４９２０

ＦＡＸ ０７７３－２３－０４５９

(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
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期間：令和２年６月２６日から令和２年７月１４日までの土曜日、日曜日及び祝

日を除く毎日、９時３０分から１６時００分まで

場所：(1)に同じ。

方法：書面により交付を行う。なお、郵送（着払）による交付を希望する場合は

(1)に問い合わせること。

(3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法

期限：令和２年７月１４日１６時００分

場所：(1)に同じ。

方法：持参、郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）に限る。

(4) 企画提案に関するヒアリングの有無 無

原則として実施しないが、電話ヒアリング行う場合がある。詳細は説明書を参照。

４．その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 関連情報を入手するための照会窓口 ３．(1)に同じ。

(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者側の負担とする。

(4) 提出された企画提案書は、当該提出者に無断で２次的な使用は行わない。

(5) 企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載

を行った提出者に対して指名停止を行うことがある。

(6) 特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求が

あった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。

(7) 提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであ

るが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではな

い。

(8) その他の詳細は説明書による。


